
 

１４９ 

24 議案第２４号関係 

 おいらせ町ひとり親家庭等医療費給付条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現 行 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 １ 次に掲げる視覚障害  １ 両眼の視力が和が０．０４以下のもの 

  イ 両眼の視力がそれぞれ０．０３以下の

もの 

 

ロ 一眼の視力が０．０４、他眼の視力が

手動弁以下のもの 

 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の

結果、両眼のＩ／４視標による周辺視野

角度の和がそれぞれ８０度以下かつＩ

／２視標による両眼中心視野角度が２

８度以下のもの 

 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開

放視認点数が７０点以下かつ両眼中心

視野視認点数が２０点以下のもの 

 

 ２・３ 略  ２・３ 略 

４ 両上肢の全ての指を欠くもの ４ 両上肢のすべての指を欠くもの 

５ 両上肢の全ての指の機能に著しい障害

を有するもの 

５ 両上肢のすべての指の機能に著しい障

害を有するもの 

６～１１ 略 ６～１１ 略 

 

  


